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農業女子アワード 2022 開催要領  
 

１  目的   

  今後の農業の 持続的な発展や地域経済の活性化のためには 、生活

者視点や多彩な能力を持つ女性 が力を発揮していけるようにしてい

くことが大切である。また、女性が力を発揮するためには、農業界だ

けでなく異業種との連携など新たな発想による活性化を図るととも

に、性別などに関わらずそれぞれの個性を活かした農業経営を推進す

ることが重要となる。  

  ついては、農業女子プロジェクトメンバーを始め全国の女性農業

者や若者が提案する今後の食・農・くらしの活性化に向けたビジネス

アイデア及び年齢、性別、固定的な役割分担意識などに関わらず、そ

れぞれの個性を活かした農業経営を行っている家族・法人を表彰し、

その取組を広く発信することにより、女性が輝き、地域の経済が活性

化し、持続的な農業の発展に資することを目的とする。  

 

２  実施体制  

  主催：株式会社マイファーム  

  後援：農林水産省  

  協賛：（調整中）   

事務局：株式会社マイファーム（以下、「事務局」という。）  

 

３  開催日   

  令和５年２月 14 日（火）  

   

４  場所  

東京ウィメン ズプラ ザ（予定）  

東京都渋谷区 神宮前 5-53-67 

 

５  開催内容  

（１）行程（予定）  

１３：００  開会                 

１３：１０  最終審査プレゼンテーション  
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１５：００  審査  

１６：００  結果発表・表彰式  

１６：３０  閉会  

 

（２）表彰の種類及び内容  

  ア  最優秀賞  

   （ア）ベストウーマン賞  

異業種との連携など新たな発想によ り、食・農・くらし

の活性化に向けたビジネスアイデアを提案する女性農業者  

   （イ）ベストグループ賞  

異業種との連携など新たな発想によ り、食・農・くらし

の活性化に向けたビジネスアイデアを提案する女性農業者

団体 (グループ ) 

   （ウ）ベストユース賞  

食・農・くらしの未来に向けた新たな発想によるアイデ

アを提案する若者（小学生以上 25 歳未満）  

（エ）ベストファミリー賞  

年齢、性別、固定的な役割分担意識などに関わらず、各

メンバーが経営ビジョンを共有し、それぞれの個性を活か

した農業経営を行っている家族  

   （オ）ベストカンパニー賞  

年齢、性別、固定的な役割分担意識などに関わらず、各

メンバーが経営ビジョンを共有し、それぞれの個性を活か

した農業経営を行っている法人  

イ  特別賞  

協賛企業が特に優秀と認める者  

ウ  主催者賞（マイファーム賞）  

株式会社マイファームが特に優秀と認める者  

 

（３）副賞  

・（２）のアの（ア）及び（イ）は 50 万円の賞金、同（ウ）は

10 万円の賞金、同（エ）及び（オ）は 25 万円の賞金。  

・（２）のイは協賛企業からの副賞、同（ウ）は株式会社マイフ

ァームからの副賞  
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（４）応募資格   

   （２）のアの（ア）については女性農業者、同（イ）について

は、女性農業者団体（グループ）、同（ウ）については、若者（小

学生以上 25 歳未満）。  

（２）のアの（エ）については、農業経営を行っている家族、同

（オ）については、農業経営を行っている法人。  

 

（５）応募方法  

   応募にあたっては、動画を YouTube チャンネルへ投稿（限定公

開）し、「農業女子アワード 2022 公式ホームページ」内の注意事

項を確認の上、応募フォームへ URL 等の必要事項を記入し、申し

込むこと。  

農業女子アワード 2022 公式ホームページ   

URL： https://myfarm.co.jp/women/nougyoujoshi_award2022  

 

（６）審査方法  

   事務局は、（２）の各賞を決定するため、起業家やダイバーシ

ティ、農林水産業及びその関連産業等に関する知見を有する者に

審査委員を依頼し、審査会を開催する。   

   審査会においては、推薦のあった個人又 は団体等について別に

定める審査基準により１次審査を行い、 最終審査を行う者を各賞

３点以内で選定する。  

最終審査は、アワード内で行い、各賞を決定する。  

 

６  参集者  

  プレゼン参加者及びその関係者、行政、メディア等  60 名程度  

   

７  事故防止対策  

  物理的対策は施設に準じ、飲食を設けない形で食中毒被害を防止。 

 

８  公衆衛生対策  

６にて定めた参集者以外の一般参加は行わない（オンライン参加の

み）。東京都が発出する最新の「イベント開催等における必要な感染

防止策」に従い、新型コロナウイルス等に対する感染症予防対策を行

う。（令和４年９月 13 日現在の東京都発出の「イベント開催等にお
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ける必要な感染防止策」：①飛沫感染対策（適切なマスク（不織布マ

スクを推奨｡以下同じ｡）の正しい着用の周知・徹底、イベント会場（客

席、入退場口やトイレ等の共用部）におけるイベント参加者間の適切

な距離の確保、②エアロゾル感染対策（機械換気による常時換気又は

窓開け換気等）、③接触感染策（イベント参加者によるこまめな手洗

・手指消毒の徹底や、主催者側によるイベント会場（客席、入退場口

やトイレ等の共用部）の消毒の実施等）、④イベント前の感染対策（発

熱等の症状がある者のイベント参加の自粛の呼びかけ ）、⑤感染拡大

対策（イベントで感染者が発生した際の参加者への注意喚起 ）、⑥出

演者やスタッフの感染対策に加え、その他農林水産省及び事務局が必

要と考える感染予防対策を実施）  

 

９  入場料  

  無料  

 

10 その他   

  この開催要領に定めるもののほか、必要な事項については、事務

局が別に定める。  

  個人情報の取扱に関しましては 、主催者の規定に従い、安全に保

護・管理することに努め、目的（アワードに関わる審査・事務処理・

企業との連携活動）以外には使用しない。  


